
 

 

 

    

 

【支援の実践フローチャート】                       

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

  

  

 

                                                   

 

                                                                                              

 

                                                                                             

                                                    

                                             

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

  

後見等申立て支援 
（市長申立含む。） 

一時保護施設確保 
事業の利用 

在宅の措置 

・訪問介護・通所介護 

・短期入所生活介護 

・認知症対応型 

共同生活介護 

・小規模多機能型 

居宅介護ほか 

施設入所措置 
・養護老人ホーム 

・特別養護老人ホーム 

介護保険サービス 

利用（調整）支援 

事実・安全確認・立入調査（項目５） 

 

支援の実施（項目７） 

事実・安全確認継続 

医療機関受診支援 

生活保護申請支援 

金銭管理 

養護施設短期入所 

面会制限 

項目８ 

項目９ 

項目 10 

項目 11 

項目 12 

項目 18 

項目 13 

項目 14 

項目 15 

項目 16 

項目 17 

 

【包括内整理・協議】 

報告・相談 

【初回相談の内容の共有と、事実確認を行うための協議】 

・必要な情報収集項目 

・事実確認の方法と役割分担 

・事実確認の期限（初回コアメンバー会議の開催日時等） 

・聞き取りのみ 

・情報提供・助言 

・他機関への取次等 

包括として相談を継続

する必要がある場合 

 ・権利擁護業務 

・包括的・継続的ケア

マネジメント支援 

コアメンバー会議・高齢者虐待対応計画書の作成 

①虐待の有無の判断 ②深刻度の判断  

③緊急性の判断 ④虐待発生要因の確認 

（項目 20） 

（項目２） 

（項目３） 

※虐待の疑い ※総合相談 

高齢者虐待対応ケア会議 （項目６） 

（福祉事務所） （包括）   

通
報 

相
談 

（項目１） 

【虐待の疑いについての協議】 

（項目１） 
相
談 

通
報 

（項目４） 

※虐待が解消していない場合 

（対応の結果）   

 ⇨高齢者虐待対応計画書の作成 

（対応方針と役割分担の協議、養護者支援の必要性の検討） 

定期的なモニタリング・フォローアップ（項目 19） 

※虐待が解消し、継続支援が必要な場合 

※新たな虐待の事実

が確認された場合 

虐待対応の終結  

評価会議 

①対応の実施状況の確認                    

②虐待が解消したかどうかの確認 

③高齢者が安心して生活を送るための環境の整備状況の確認 

⇨対応終結/対応継続/高齢者虐待対応計画書の見直しについて

の検討 
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